
 

「地方版規制改革会議」の設置に係る状況 

（地方自治体へのアンケート結果） 

 

各都道府県・市区町村への「地方版規制改革会議」設置の意向等を伺うアンケー

ト（任意）について、３月末時点での回答状況は以下のとおり。 

 

１．回答数 

６７３自治体 

（参考）送付自治体数：１，７８８自治体  

 

２．「地方版規制改革会議」設置の意向 

  ア．ぜひ設置を検討したい         ：  ９自治体 

  イ．更に詳細を確認した上で要否を検討したい：３５３自治体 

  ウ．設置検討の予定はない         ：２７７自治体 

  エ．その他                ： ３４自治体 

（具体的事案があれば検討したい、必要に応じ既存組織で対応、 

都道府県や複数市町村で設置すべき など） 
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平成 28年４月 

茨城県 

茨城県行財政改革推進懇談会 規制改革部会（地方版規制改革会議）について 

１ 設置の背景・趣旨 

○ 昨年６月に，地域のニーズに即応した規制改革を進めるための「地方版規制

改革会議」の設置を提案する内容を含む「規制改革実施計画」が政府で閣議決

定されたことを受け，規制改革会議議長から各都道府県知事あてに「地方版規

制改革会議」設置の依頼があった。 

○ 本県では，規制の廃止・緩和を行財政改革大綱の推進事項に位置付け，毎年

度，各種団体等に対してアンケートを実施するなど企業等に対する条例等に基

づく規制の廃止・緩和に取り組んできており，これまでに 68条例等（規則・要

項含む）156事務の廃止・緩和を行ってきている。 

○ 規制の廃止・緩和要望については，従来は社会情勢や経済情勢の変化を踏ま

えながら，庁内関係部局で検討を行い，可能なものについて廃止・緩和等を行

ってきたところであるが，今般の閣議決定を踏まえ，今後は茨城県行財政改革

推進懇談会において規制の廃止・緩和等の検討プロセスに関与いただき，ご意

見をいただく。 

２ 検討体制 

（１）規制の見直しの検討については，茨城県行財政改革推進懇談会に「規制改革

部会」（地方版規制改革会議）を設置し，ご意見をいただく。 

（２）部会の構成員については，委員全員の１３名とし，懇談会と同日に行う。（平

成２８年度は，２回程度を予定） 

３ 主な検討内容 

民間への規制緩和アンケート，県民の声（提案），企業フォローアップアンケ

ートに寄せられた規制廃止・緩和要望に対する県担当部局の回答内容の検証につ

いて 

※ 平成２８年４月１日，茨城県行財政改革推進懇談会設置要綱を改正し，規制

改革部会を設置。 
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